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交差点の通行に関する法規範と市民意識

堂 柿 栄 輔＊

A LAW ABOUT THE TRAFFIC OF THE CROSSING

AND CIVIC CONSCIOUSNESS

Eisuke DOGAKI＊

要 旨

交通整理の行われていない交差点の通行方法は優先道路或いは一時停止標識の有無に関

わらず，交差する双方に一定の注意義務が課され，事故時には双方に過失が求められる．

しかし事故時の裁定では法に基づく過失割合に違和感を持つ当事者も多く，市民意識と法

規範は必ずしも一致していない．本研究では交差点を通行する双方の注意義務に対する評

価を，意識調査及び行動調査から示した．諸説はあるが法学では日本人の法意識が欧米の

それと異なることは一般に知られている．この理由は明治期の五大法典制定の背景にあり

我が国固有の事情によるが，多くの日本人は日常，法規範と行為規範の違いを意識するこ

とは少ない．我が国では日常の生活や経済活動において法律の厳格な遵守は必ずしも前提

とされず，むしろ運用が尊重される．司法は法を規範とするが市民の規範は常識である．

これは本研究の仮説であるが，行為規範（常識）に基づく日常の行動に対し事故の責任は

法により裁かれ，大きな違和感を感じることも少なくない．

Key words：citizen awareness, law, common sense

１．研究の動機と内容

交通整理の行われていない交差点での事故の過失割合は，当事者の常識と法規範が異なる事

例の一つである．法学においては日本人の法意識１），２），３），４）と欧米のそれは異なることが知られて

おり，諸説はあるがその理由も理解されている．しかし多くの市民にとってこのことは意識す

る機会のないことであり，法規範と異なる常識が共存することに違和感を感じることは少な
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い．一方司法業務では法が規範であり，例えば事故時の当事者の責任割合の算定では法の解釈

が優先する．

本研究では，（１）交通整理の行われていない交差点での事故について過失割合の法根拠を示

すこと，（２）法で示される過失割合について意識調査から法規範と市民意識とのずれを示すこ

と，（３）交差点の通行行動の観測調査から現在の法規範の実効性，を示した．我が国では例え

ば走行速度にしろ市街地での路上駐車にしろ法規範の実効性は高いとは言えないが，一方無秩

序が拡大しているわけではない．これは市民の常識（市民規範）が共通のルールとして法規範

を補完し機能していると考えることが出来る．

２．研究の経緯と既存研究

本研究の内容は交差点の通行に関する法規範と市民意識・行動との関係を知ることにある．

研究の意図は交差点での事故の発生や抑制であるが，事故や容量の研究ではない．原田，稲

垣５）らによる研究は，一方に一時停止標識を有する生活道路交差点での安全確認行動を高齢者

について調査，分析している．６０歳以上１００人を対象に日常の運転行動をドライブレコーダー

と車内カメラから記録し，心理特性及び身体特性に関する１０項目のデータを取得し安全確認行

動との関係を分析している．非高齢，前期高齢および後期高齢の３つ年齢において，安全確認

行動は，非高齢では危険運転評価等の心理特性との関連が高いこと，後期高齢では反応時間，

視野・視力等の身体特性と強い相関が示された．

一方筆者らの研究は，１）法規範に基づき示される事故時の過失割合に対する意識６），７），８），

２）法規範に対する日本人の法意識９）及び法施策と市民意識１０）等，法（裁判）規範と意識との

関係を対象としてきた．以降「３．過失割合の法規範」に示すように，１）での事故時の過失

割合の認定は，法規範と事故当事者の常識の違いが最も顕著に表れる例であり，法学では道路

交通法に示される権利と義務の関係が説明されている．また２）では日本人の法意識の形成を

明治期に大陸法（西洋法）が移入された経緯から説明している．法の移入についての法研究の

成果１１），１２），１３）を引用し，律令制の時代から続く日本人の法意識と明治期に移入された大陸法の共

存が，“「伝統的な社会秩序とは異質的な内容をもつ法律を，外国―特に，先進資本主義社会―

から継受した場合に，それらの法律が果たす社会統制の機能は何か．それらの法律と当該の社

会との間にどのような相互作用が成立し，それらの法律と当該の社会との間にどのような相互

調整の過程が進行するか」を追求することは，明治維新後１００年を経過しようとする今日の時

点において，興味ある問題たるを失わない”

１４）なる表現で示している．

堂 柿 栄 輔２
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車 赤 車 黄 車 青

基 本 歩青０ 歩黄１０② 歩赤２０③ 歩赤５０④ 歩赤７０⑤

加
算
要
素

夜間 ＊ ＊ ＊ ５ ＊

幹線道路 ＊ ＊ ５ ５ ＊

直前直後
＊ ＊ ５ ５ ＊

横断佇立・後退

減
算
要
素

住宅・商店街 ＊ ＊ －１０ －１０ －１０

児童・老人 ＊ －５ －５ －１０ －１０

幼児・法７１Ⅱ該当者 ＊ －５ －１０ －２０ －２０

集団横断 ＊ －５ －５ －１０ －１０

車の著しい過失 ＊ －５ －１０ －１０ －２０

車の重過失 ＊ －１０ －２０ －２０ －３０

歩車道の区別
＊ ＊ －５ －１０ －１０

なし

表－１ 過失割合認定基準

３．過失割合の法規範

（１）交通事故の責任

交通事故では，刑事責任，民事責任及び行政処分の３つの責任が問われるが，過失割合は民

事上の責任として数値化される．社会の法秩序の維持を目的とする刑事責任や道路交通の安全

確保を目的とし公安委員会が行う行政処分に対し，民事責任は損害賠償（民法第７０９条）に関

するものであり被害者の被った損害を填補し金銭により原状回復を図ることを目的とする．こ

こで事故は被害者にも過失がある場合が多く，諸要素を考慮して加害者，被害者双方の過失割

合を判断することになる．この時，損害の公平な負担の観点から，被害者の被った損害額から

被害者の過失の程度を減額（過失相殺：民法第４１８条及び民法第７２２条２項）することとなる．

過失割合は被害者，加害者双方の責任を法規範に基づき数値化したものであり直感的に分かり

やすく，法規範と意識とのずれを把握する意識調査でもこれを用いた．

（２）過失割合の事例

ａ）過失割合の認定基準

交通事故の加害者，被害者の過失割合については既に多くの判例があり，参考文献１５），１６）にそ

れらが体系的に示されている．ここでは事故形態を，「歩行者と四輪車・単車との事故」，「歩

行者と自転車の事故」，「四輪自動車同士の事故」，「単車と四輪車の事故」，「自転車と四輪車・

単車との事故」，「高速道路上の事故」，「駐車場内の事故」等に分類し被害者，加害者双方の過

失割合が示され，民事裁判や民間の保険業務での指針となっている．

ここで信号交差点での

歩行者と自動車の事故を

例に過失割合を表－１に

示す．例えば歩行者側が

赤信号，自動車側青信号

の時（表最右列），歩行

者の過失は７０，自動車の

過失は３０である．この時

事故の場所が「住宅街・

商店街」であり，歩行者

が「集団横断」であれ

ば，加算要素と減算要素

を考慮し，各々－１０が減

３交差点の通行に関する法規範と市民意識
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分類 優先A 劣後B

優先 １０ ９０

図－１ 優先道路

表－２ 過失割合

算され歩行者の過失は５０となる．「住宅街・商店街」であれば運転者は赤信号でも歩行者が横断

することを予測しなければならないこと，また「集団横断」では容易に歩行者を発見できるこ

とが減算の理由である．

ｂ）交通整理の行われていない交差点の通行方法

交通整理の行われていない交差点図－１につい

て，事故の過失割合を表－２に示す．過失割合は優

先車Aは１０，劣後車９０である．優先道路を通行する

Aが１０の過失を要求される根拠は道路交通法（以下

法）第三十六条四項及び法第四十二条一項であり下

記に示す．

・【法第三十六条四項】：車両等は，交差点に入ろう

とし，及び交差点内を通行するときは，当該交差点

の状況に応じ，交差道路を通行する車両等，反対方

向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点

又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意

し，かつ，できる限り安全な速度と方法で進行しな

ければならない．

・【法第四十二条一項】：車両等は，道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の

部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては，徐行しなければならない．

【一】：左右の見通しがきかない交差点に入ろうとし，又は交差点内で左右の見通しがきかない

部分を通行しようとするとき（当該交差点において交通整理が行われている場合及び優先道路

を通行している場合を除く）．

優先道路を通行する車両は，見通しのきかない交差点であっても徐行の必要はない（法第四

十二条一項）が，一方交差道路を通行する車両等に注意し，できる限り安全な速度と方法で進

行する義務（法第三十六条四項）を有する．これは他方の一時停止標識等の有無に関わらずで

ある．「できる限り安全な速度と方法で進行する」が「徐行の必要はない」とは如何なる運転行

為なのか，一般には理解が難しいが，「徐行の必要はない」ことは，徐行してはならないこと

ではない．従って「できる限り安全な速度と方法」で進行する時，必要であれば徐行すること

となる．道路交通法は義務に関する記述が中心であり，「必要がない」の意味を限定して考え

がちである．これらのことから過失割合の設定は，優先する側の権利ではなくゆずる側の義務

の視点に立つと言える．なおこの１０：９０なる過失割合は多くの判例の結果である．

堂 柿 栄 輔４

ｅｒ／北海学園大学工学部研究報告　　　１５０線／第４７号　本文マット／本文　，．／０００～０００　交差点通行に関する　４Ｃ  2019.10.02 16.00.42  Page 4 



分類 優先A 劣後B

一時停止 ２０ ８０

図－２ 一時停止

表－３ 過失割合

４．過失割合に対する意識

（１）意識調査の方法

意識調査では，一方に一時停止標識を有する図－

２の交差点を想定した．この交差点での事故時の過

失割合はA２０，B８０（表－３）である．意識調査は

図－２の交差点の過失割合の評価として行った．設

問原文を以下に示す．

【以下意識調査の原文】

【設問１】Aの過失２０，Bの過失８０について

①まあまあ妥当

②「止まれ」側の過失１００，もう一方０

③「止まれ」側の過失６０，もう一方４０

④「止まれ」側の過失（ ），もう一方（ ）

【設問２】回答の立場について

①Bの立場（運転者）

②Aの立場（運転者）

③両者の立場

設問２は設問１に続く設問である．設問１の回答の直後に，回答の立場①～③を選択しても

らった．設問形式は自由回答付き多肢選択法，回答は調査の趣旨が伝わるよう集合調査法で

行った．回答者は１８５人，男子大学生（２年生～３年生）が９０％である．

（２）集計結果

ａ）過失割合の評価

図－３に過失割合の集計結果を示す．横軸は一時停止義務を負う側の過失割合である．例え

ば「９５対５」ではBの過失が９５，Aの過失が５である．これより，

①支持される過失割合

標準値であるA２０，B８０に対する支持は５６．２％であるが６割に満たない．劣後車Bの過失を

標準値より大きく考える割合は３４．５％，より小さく考える割合は９．１％であり，一時停止標識

の側により大きな過失を認める傾向がある．

５交差点の通行に関する法規範と市民意識
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図－３ 過失割合の評価

図－４ 立場別過失割合評価

②過失割合の多様性

意識調査で示した選択肢は３とおりで

あるが，自由回答が５とおりあった．劣

後車Bに１００の過失を求める割合が

１６．２％である一方，６０とする割合が

５．４％ある．過失割合の選択肢の増加

は，双方の注意義務の多様性つまり互い

の常識が異なることを意味しており，事

故誘発の可能性がより大きいことを示唆する．

ｂ）回答の立場による比較

図－４は回答の立場による過失割合の集計結果である．横軸分類は劣後車の過失割合であ

り，例えば「１００対０」の３３．３％なる値は，「A優先側」の立場で回答した割合，１３．８％は「B

停止側」の立場での回答結果である．【設問１】では，回答者はA，B何れかの立場で判断した

と思われるが，【設問２】ではその立場を「A優先側」，「B劣後側」または「両者」の何れかで

選択してもらった．

① 標準値８０対２０の評価

回答の立場に関わらず，８０対２０の過失割合の指示が大きい．しかし「B停止側」の立場では

６２．１％であるのに対し，「A優先側」の立場では３８．１％である．「B停止側」に８５以上の過失を求

める割合は，「B停止側」の立場では２７．６％，「A優先側」の立場では５５．５％となった．一般に

社会規範に関する意識調査では自身の責任を小とする傾向がある．

② １００対０について

この過失割合は，一時停止側に１００％

の責任を問うものであり，法規範（第三

十六条四項）と行為規範（市民意識）の

ずれが顕著な例である．一時停止標識の

有無に関わらず両者に交差点通行の注意

義務を促す法規範は３３．３％の人にとって

理解が難しいことになる．交差点の通行

に関し我が国の法には優先権（権利）の

意識が低く，安全の確保は“互いに注意する”ことを前提とする．一時停止の義務が他方の優

先的な通行権を意味しないことは，一時停止後の事故の過失割合が４０対６０であることからも分

かる．従って我が国では「Yield」や「GIVE WAY」の規制はなじみにくいことになる．

堂 柿 栄 輔６
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【属性】

運転者性別 男性／女性

目的 業務 配達 私用 通勤 通学

自動車分類 乗用車 商用車 貨物車 軽自動車 赤帽

【通過行動】

確認 両側 左側 右側 なし

速度変化 停止 最徐行 徐行 僅か なし

停止位置 遵守 通過 手前 なし

表－４ 観測項目

５．交差点の通過行動

（１）交差点の行動調査

調査は観測調査であ

り，観測項目を表－４に

示す．対象交差点を写真

－１及び図－５に示す．

調査は平成３０年９月～１０

月，８：００～１０：００の時

間帯で４日間，計４．５時

間行った．交通量は平均

３１．３台／h（１４１台／４．５時間）である．運転者及び自動車の属性は，性別，目的，自動車分類

である．また通過行動の記録では安全の確認形態（法第三十六条四項），速度変化（法第三十

六条四項），停止位置（法第四十三条）の分類カテゴリーを一つ記録した．観測者による記録

である．道路定規は一時停止側が中央線を有する片側１車線（３．０m／車線），歩道幅は２．４m

である．他方は中央線を有しない車道幅５．０m，歩道幅は１．５mである．当地域は第１種低層住

居専用地域が広域に設定され，幹線道路沿いは近隣商業地域が設定されている．

（２）集計結果

ａ）一時停止の実効性

観測での停止及び徐行は法第二条十九項，二十項の定義に従った．一時停止に関する記述を

以下に示す．

図－５ 交差点見取り図写真－１ 調査交差点

７交差点の通行に関する法規範と市民意識
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図－６ 安全確認の程度

図－７ 通行の安全確認

【法第四十三条】：車両等は，交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において，

道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは，道路標識等により停止線の直

前（道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては，交差点の直前）で一時停止

しなければならない．この場合において，当該車両等は，第三十六条二項の規定に該当する場

合のほか，交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない．

図－６に法第四十三条に関する一時停止

の実効性を示す．「停止側」と「他方」の両

方を示した．速度変化の観測は５分類であ

るが，「最徐行」はほぼ停止状態ではある

が車輪の回転は僅かに続いていたものとし

た．「停止側」の通行は，停止，最徐行及び

徐行のいずれかであり，速度変化が僅かな

ものや減速しないものはなかった．しかし

法規範に示される停止行動は５．６％であり６３．３％は徐行である．交差点進入時の視野にもよる

が，多くは徐行により安全が確認されている．この行動は通常は問題とならないが，事故時に

は停止側により強い過失が問われる．一方「他方」では速度変化の全くないものが２６．１％，徐

行は５６．５％，最徐行が８．７％である．ほぼ停止に近い安全確認から速度変化の全くない通行ま

で，安全確認行動には相当の差がある．速度変化のない２６．１％の運転者は優先権に近い意識で

あることが想定される．

ｂ）通行の安全確認行動

法第三十六条四項（先述）に関する安全

確認である．図－７に「停止側」と「他

方」の安全確認行動を示す．「停止側」では

９６．７％が左右の安全確認を行っている．一

方「他方」側でも７３．９％は両側の確認を

行っているが，１３．０％は確認を行わない．

「他方」側での安全確認のバラツキは市民

意識の差であり，事故時の過失割合認定で

はしばしば対立がおきることになる．確認行動を全く行わない１３．０％の運転者には法第三十六

条四項は理解されていないことになる．

堂 柿 栄 輔８
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６．まとめと課題

意識調査及び行動観測から得られた知見を以下に示す．

１）事故の過失割合の評価では，標準値であるA２０，B８０に対する指示は５６．２％であり６割に満

たない．劣後車Bの過失を標準値より大きく考える割合は３４．５％，より小さく考える割合

は９．１％であり，一時停止標識を有する側により大きな過失を認める傾向がある．

２）回答の立場を考慮した「停止側」の過失は，「B停止側」の立場では６２．１％であるのに対

し，「A優先側」の立場では３８．１％となった．一般に社会規範に関する意識調査では自身

の責任を小とする傾向があり，「B停止側」に８５以上の過失を求める割合は，「B停止側」

の立場では２７．６％，「A優先側」では５５．５％となった．

３）「一時停止」側では法規範を実行する割合は５．６％であり大きいとは言えない．一方通行の

安全確認では「他方」側でも７３．９％は両側の安全確認を行っており，比較的守られる法規

範と守られない規範があることが分かった．

道路交通法の施行から５９年が経過するが，法の実効性はより強化されているわけではない．

法を目標値と考え，実態との差は運用で対応することも一方法である．一方，実行可能な法基

準の再設定により法規範に準じた交通秩序を構築することも検討の余地はあろう．
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